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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属シールドと、
　前記金属シールドに受容される絶縁本体と、
　前記絶縁本体に組み込まれると共に、前記絶縁本体の一側に複数の第１接触部を、前記
絶縁本体の他側に複数の第１脚部をそれぞれ有する一群の第１コンタクトと、
　前記絶縁本体の一側に複数の第２接触部を、前記絶縁本体の他側に複数の第２脚部をそ
れぞれ有する一群の第２コンタクトと
を具備し、
　前記複数の第１接触部は、前記絶縁本体の横方向に沿って１列に配列され、
　前記複数の第２接触部は、前記絶縁本体の横方向に沿って別の１列に配列され、
　前記第１接触部の列は、前記第２接触部の列から前記絶縁本体の縦方向に沿った所定距
離で離間し、
　前記一群の第１コンタクトは、５個のコンタクトからなる一群のマイクロＵＳＢコンタ
クトであり、
　前記一群の第２コンタクトは、１２個のコンタクトからなる一群の入出力コンタクトで
あり、
　前記複数の第１脚部は、前記絶縁本体の横方向に沿って１列に配列され、
　前記複数の第２脚部は、前記絶縁本体の横方向に沿って２列に配列され、
　１列の前記第１脚部及び２列の前記第２脚部は、前記絶縁本体の高さ方向に沿って互い
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に離間することを特徴とするプラグコネクタ。
【請求項２】
　前記第１接触部の列は、前記第２接触部の列から前記絶縁本体の高さ方向に沿って離間
することを特徴とする請求項１記載のプラグコネクタ。
【請求項３】
　リセプタクルコネクタと、請求項１又は２記載のプラグコネクタとを具備し、
　前記プラグコネクタが前記リセプタクルコネクタに挿入されると、前記プラグコネクタ
の前記複数の第１接触部及び前記複数の第２接触部は、前記リセプタクルコネクタの複数
の第１接触部及び複数の第２接触部にそれぞれ電気的に接触することを特徴とするコネク
タ組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラグコネクタ、並びにこのプラグコネクタ及びリセプタクルコネクタから
なるコネクタ組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術において、１種類のコネクタは１種類の信号のみを伝送するよう構成される。
例えば、マイクロＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）コネクタはマイクロＵＳＢ信
号のみを伝送するよう構成され、従来のＭＨＬ（モバイル高解像度リンク）コネクタはＭ
ＨＬ信号のみを伝送するよう構成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－９８９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、従来技術において、互いに異なる２種類の信号を同時に伝送する必要がある場
合、ノートブック型パーソナルコンピュータ、移動体通信装置等の電子機器に、互いに異
なる２種類の信号を伝送するため２種類のコネクタを採用しなければならなかった。この
ような２種類のコネクタは、電子機器の寸法及びコストを増大させるので、ユーザが電子
機器を使用する上で不都合であった。
【０００５】
　従って、寸法及びコストを増大させることなく、互いに異なる２種類の信号を同時に伝
送することができる小型のコネクタを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述の不利益の少なくとも一側面を克服又は軽減するためになされたもので
ある。
【０００７】
　本発明の一側面によれば、以下のプラグコネクタが提供される。すなわち、プラグコネ
クタは、絶縁本体と、この絶縁本体に組み込まれると共に、絶縁本体の一側に複数の第１
接触部を、絶縁本体の他側に複数の第１脚部をそれぞれ有する一群の第１コンタクトと、
絶縁本体の一側に複数の第２接触部を、絶縁本体の他側に複数の第２脚部をそれぞれ有す
る一群の第２コンタクトと、絶縁本体を取り囲む金属シールドとを具備する。複数の第１
接触部は、絶縁本体の横方向に沿って１列に配列される。複数の第２接触部は、絶縁本体
の横方向に沿って別の１列に配列される。第１接触部の列は、第２接触部の列から絶縁本
体の縦方向に沿った所定距離で離間する。
【０００８】
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　本発明の別の側面によれば、上述のプラグコネクタと嵌合するリセプタクルコネクタが
提供される。
【０００９】
　本発明の別の側面によれば、プラグコネクタ及びリセプタクルコネクタを具備するコネ
クタ組立体が提供される。プラグコネクタがリセプタクルコネクタに挿入されると、プラ
グコネクタの第１接触部及び第２接触部は、リセプタクルコネクタの第１接触部及び第２
接触部にそれぞれ電気的に接触する。
【００１０】
　本発明の様々な実施形態において、プラグコネクタ及びリセプタクルコネクタはそれぞ
れ、第１種類の信号を伝送するための一群の第１コンタクト及び第２種類の信号を伝送す
るための一群の第２コンタクトを具備する。従って、プラグコネクタ又はリセプタクルコ
ネクタは、互いに異なる２種類の信号を同時に伝送することができる。さらに、従来のコ
ネクタと比較すると、第１及び第２のコンタクトが限定された空間内に適当且つコンパク
トに配列されるので、本発明に係るプラグコネクタ又はリセプタクルコネクタは寸法が増
大しない。
【００１１】
　本発明の上述した側面や他の側面は、添付図面と併せて典型的な実施形態の以下の詳細
な説明からより明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の典型的な一実施形態に係るリセプタクルコネクタの絶縁本体及びその絶
縁本体に組み込まれた２群のコンタクトを示す斜視図である。
【図２】本発明の典型的な一実施形態に係るリセプタクルコネクタの絶縁本体から分離し
た金属シールドを示す斜視図である。
【図３】本発明の典型的な一実施形態に係るリセプタクルコネクタの絶縁本体上に組み込
まれた金属シールドを示す斜視図である。
【図４】２群のコンタクトが本発明の典型的な一実施形態に従って組み立てられたプラグ
コネクタの絶縁本体を示す斜視図である。
【図５】図４の絶縁本体を別の角度から見た斜視図である。
【図６】金属シールドが本発明の典型的な一実施形態に係るプラグコネクタの絶縁本体か
ら分離したときのプラグコネクタを示す斜視図である。
【図７】金属シールドが本発明の典型的な一実施形態に係る絶縁本体上に組み込まれたと
きのプラグコネクタを示す斜視図である。
【図８】図７のプラグコネクタを別の角度から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明に係る典型的な実施形態を詳細に説明する。ここで
、同じ要素には同じ参照番号が付与される。しかし、本発明は、多くの異なる形態で実施
することができ、以下に説明する実施形態に限定するものとして解釈してはならない。む
しろ、本発明が徹底的且つ完全であり、本開示のコンセプトを当業者に十分に伝えるよう
にこれらの実施形態が提供される。
【００１４】
　図１は、本発明の典型的な一実施形態に係るリセプタクルコネクタ１０の絶縁本体３０
０及びその絶縁本体３００に組み込まれた２群のコンタクトを示す斜視図である。図２は
、本発明の典型的な一実施形態に係るリセプタクルコネクタ１０の絶縁本体３００から分
離した金属シールド４００を示す斜視図である。図３は、本発明の典型的な一実施形態に
係るリセプタクルコネクタ１０の絶縁本体３００上に組み込まれた金属シールド４００を
示す斜視図である。
【００１５】
　図１ないし図３に示されるように、リセプタクルコネクタ１０は、絶縁本体３００、一
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群の第１コンタクト１００、一群の第２コンタクト２００、及び金属シールド４００を具
備する。一群の第１コンタクト１００及び一群の第２コンタクト２００は、絶縁本体３０
０内に組み込まれる。絶縁本体３００は金属シールド４００に受容される。
【００１６】
　図１を参照すると、一群の第１コンタクト１００は、マイクロＵＳＢ信号を伝送するた
めの５個のコンタクトからなる一群のマイクロＵＳＢコンタクトである。図１に示される
典型的な実施形態において、一群の第１コンタクト１００は、絶縁本体３００の一側に複
数の第１接触部１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ，１０５ａを、絶縁本体３００
の他側に複数の第１脚部１０１ｂ，１０２ｂ，１０３ｂ，１０４ｂ，１０５ｂをそれぞれ
有する。
【００１７】
　図１を再度参照すると、一群の第２コンタクト２００は、ＭＨＬ信号を伝送するための
１２個のコンタクトからなる一群の入出力（Ｉ／Ｏ）コンタクトである。図１に示される
典型的な実施形態において、一群の第２コンタクト２００は、絶縁本体３００の一側に複
数の第２接触部２０１ａ～２１２ａを、絶縁本体３００の他側に複数の第２脚部２０１ｂ
～２１２ｂをそれぞれ有する。
【００１８】
　図１に示されるように、複数の第１接触部１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ，
１０５ａは、絶縁本体３００の横方向に沿って１列に配列される。複数の第２接触部２０
１ａ～２１２ａは、絶縁本体３００の横方向に沿って別の１列に配列される。
【００１９】
　図１を参照すると、第１接触部１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ，１０５ａの
列は、第２接触部２０１ａ～２１２ａの列から絶縁本体３００の縦方向に沿って所定距離
で離間する。本発明に係るリセプタクルコネクタ１０をより明確に説明するために、第１
及び第２のコンタクトの長手方向は絶縁本体３００の縦方向として定義され、第１及び第
２コンタクトの幅方向は絶縁本体３００の横方向として定義されることに留意されたい。
【００２０】
　図１の典型的な実施形態に示されるように、第１接触部１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ
，１０４ａ，１０５ａの列は、第２接触部２０１ａ～２１２ａの列の前側に配置される。
【００２１】
　本発明の典型的な一実施形態において、図１に示されるように、第１接触部１０１ａ，
１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ，１０５ａの列は、第２接触部２０１ａ～２１２ａの列か
ら絶縁本体３００の高さ方向（厚さ方向）に沿って離間する。すなわち、第１接触部の列
及び第２接触部の列は、異なる２高さ位置にそれぞれ配置される。しかし、本発明はこれ
に限定されず、第１接触部の列及び第２接触部の列は、同じ高さ位置に配置されてもよい
。
【００２２】
　図１に示されるように、複数の第１脚部１０１ｂ，１０２ｂ，１０３ｂ，１０４ｂ，１
０５ｂ及び複数の第２脚部２０１ｂ～２１２ｂは、絶縁本体３００の他側に絶縁本体３０
０の横方向に沿って１列に配列される。このようにして、複数の第１脚部及び複数の第２
脚部は、ＳＭＴ（表面実装技法）で印刷回路基板（図示せず）に容易に半田付けされる。
【００２３】
　図６は、金属シールド４００’が本発明の典型的な一実施形態に係るプラグコネクタ１
０’の絶縁本体３００’から分離したときのプラグコネクタ１０’を示す。
【００２４】
　図６に示されるように、プラグコネクタ１０’は、絶縁本体３００’、一群の第１コン
タクト１００’、一群の第２コンタクト２００’、及び金属シールド４００’を具備する
。一群の第１コンタクト１００’及び一群の第２コンタクト２００’は、絶縁本体３００
’内に組み込まれる。絶縁本体３００’は金属シールド４００’に受容される。
【００２５】
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　図６を参照すると、金属シールド４００’は、スナップ式で絶縁本体３００’に組み込
まれる。例えば、図６に示されるように、絶縁本体３００’には突起３０１’が形成され
、金属シールド４００’には突起３０１’と嵌合するスロット４０１’が形成される。こ
のようにして、金属シールド４００’及び絶縁本体３００’は、スナップ式で突起３０１
’及びスロット４０１’により共に組み立てられる。
【００２６】
　図４は、２群のコンタクト１００’，２００’が本発明の典型的な一実施形態に従って
組み立てられたプラグコネクタ１０’の絶縁本体３００’を示す斜視図である。図５は、
図４の絶縁本体３００’を別の角度から見た斜視図である。
【００２７】
　図４及び図５に示されるように、一群の第１コンタクト１００’は、マイクロＵＳＢ信
号を伝送するための５個のコンタクトからなる一群のマイクロＵＳＢコンタクトである。
図４及び図５に示される典型的な実施形態において、一群の第１コンタクト１００’は、
絶縁本体３００’の一側に複数の第１接触部１０１ａ’，１０２ａ’，１０３ａ’，１０
４ａ’，１０５ａ’を有する。
【００２８】
　図７は、金属シールド４００’が本発明の典型的な一実施形態に係る絶縁本体３００’
上に組み込まれたときのプラグコネクタ１０’を示す斜視図である。図８は、図７のプラ
グコネクタ１０’を別の角度から見た斜視図である。
【００２９】
　図７及び図８に示されるように、本発明の典型的な一実施形態において、一群の第１コ
ンタクト１００’は、絶縁本体３００’の他側に複数の第１脚部１０１ｂ’，１０２ｂ’
，１０３ｂ’，１０４ｂ’，１０５ｂ’をさらに有する。
【００３０】
　図４及び図５を再度参照すると、一群の第２コンタクト２００’は、ＭＨＬ信号を伝送
するための１２個のコンタクトからなる一群の入出力コンタクトである。図４及び図５に
示される典型的な実施形態において、一群の第２コンタクト２００’は、絶縁本体３００
’の一側に複数の第２接触部２０１ａ’～２１２ａ’を有する。
【００３１】
　図７及び図８に示される典型的な実施形態において、一群の第２コンタクト２００’は
、絶縁本体３００’の他側に複数の第２脚部２０１ｂ’～２１２ｂ’をさらに有する。
【００３２】
　図４を参照すると、本発明の典型的な実施形態において、複数の第１接触部１０１ａ’
，１０２ａ’，１０３ａ’，１０４ａ’，１０５ａ’は、絶縁本体３００’の横方向に沿
って１列に配列される。複数の第２接触部２０１ａ’～２１２ａ’は、絶縁本体３００’
の横方向に沿って別の１列に配列される。
【００３３】
　図４及び図７を参照すると、第１接触部１０１ａ’，１０２ａ’，１０３ａ’，１０４
ａ’，１０５ａ’の列は、第２接触部２０１ａ’～２１２ａ’の列から絶縁本体３００’
の縦方向に沿って所定距離で離間する。本発明に係るプラグコネクタ１０’をより明確に
説明するために、第１及び第２のコンタクト１００’，２００’の長手方向は絶縁本体３
００’の縦方向として定義され、第１及び第２コンタクト１００’，２００’の幅方向は
絶縁本体３００’の横方向として定義されることに留意されたい。
【００３４】
　図４及び図７の典型的な実施形態に示されるように、第１接触部１０１ａ’，１０２ａ
’，１０３ａ’，１０４ａ’，１０５ａ’の列は、第２接触部２０１ａ’～２１２ａ’の
列の背後に配置される。
【００３５】
　本発明の典型的な一実施形態において、図４及び図７に示されるように、第１接触部１
０１ａ’，１０２ａ’，１０３ａ’，１０４ａ’，１０５ａ’の列は、第２接触部２０１
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ａ’～２１２ａ’の列から絶縁本体３００’の高さ方向（厚さ方向）に沿って離間する。
すなわち、第１接触部の列及び第２接触部の列は、異なる２高さ位置にそれぞれ配置され
る。しかし、本発明はこれに限定されず、第１接触部の列及び第２接触部の列は、同じ高
さ位置に配置されてもよい。
【００３６】
　図７に示されるように、複数の第１脚部１０１ｂ’，１０２ｂ’，１０３ｂ’，１０４
ｂ’，１０５ｂ’は、絶縁本体３００’の横方向に沿って１列に配列される。複数の第２
脚部２０１ｂ’～２１２ｂ’は、絶縁本体３００’の横方向に沿って２列に配列される。
１列の第１脚部及び２列の第２脚部は、絶縁本体３００’の高さ方向（厚さ方向）に沿っ
て互いに離間する。すなわち、１列の第１脚部及び２列の第２脚部は、異なる３高さ位置
にそれぞれ配置される。
【００３７】
　図示の実施形態において、図４ないし図８に示されたプラグコネクタ１０’は、図１な
いし図３に示されたリセプタクルコネクタ１０と嵌合してコネクタ組立体を形成する。
【００３８】
　図示されていないが、プラグコネクタ１０’がリセプタクルコネクタ１０に挿入される
と、プラグコネクタ１０’の複数の第１接触部１０１ａ’，１０２ａ’，１０３ａ’，１
０４ａ’，１０５ａ’及び複数の第２接触部２０１ａ’～２１２ａ’は、リセプタクルコ
ネクタ１０の複数の第１接触部１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ，１０５ａ及び
複数の第２接触部２０１ａ～２１２ａにそれぞれ電気的に接触する。
【００３９】
　いくつかの実施形態を図示し上述したが、当業者であれば、本発明の原理及び真髄から
逸脱することなく、実施形態に変更を加えること、及び本発明の範囲は特許請求の範囲及
びその等価物で定義されることが理解されよう。
【００４０】
　本明細書で使用されているように、「１個の」又は「一つの」要素は、特に明記されて
いない限り、複数の要素を排除するものではないと理解されたい。さらに、本発明の「一
実施形態」は、謳われた特徴を組み込む追加の実施形態の存在を排除するものと解釈する
ことを意図していない。よ。また、逆の事項が明記されていない限り、特定の特性を有す
る要素を「具備する」又は「有する」実施形態には、その特性を有していない追加の要素
を含んでもよい。
【符号の説明】
【００４１】
１０’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プラグコネクタ
１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リセプタクルコネクタ
１００’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１コンタクト
１０１ａ’，１０２ａ’，１０３ａ’，１０４ａ’，１０５ａ’　第１接触部
１０１ａ，１０２ａ，１０３ａ，１０４ａ，１０５ａ　　　　　　第１接触部
１０１ｂ’，１０２ｂ’，１０３ｂ’，１０４ｂ’，１０５ｂ’　第１脚部
２００’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２コンタクト
２０１ａ’～２１２ａ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２接触部
２０１ａ～２１２ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２接触部
２０１ｂ’～２１２ｂ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２脚部
３００’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絶縁本体
４００’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金属シールド
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